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1. は じ め に

'  ' . . . ..... . . . . . .  ■ ■■

中鉢経済学部長と，’黒川教授の非常に暖いご紹介のお言葉をいただいて，慶應義塾20年間の生活

に絝止符を打つに当って，非常を感激している次第であります。実際きょうの講義は,別の教室で 

1年間続けた労働問題の_ 義の最終’といp C t でありますので， 1.年間お話ししたこ;*の， 1つの 

意味で集というようなことを考えております。

1年間の講義は，労働問題を構成するいろんな事柄の中から，労使関係と労働経済の問題を取り 

上げてきまレた。労働経済:の問題では,.労働市場と賃余，そして市場と賃金を総合した]^で，労 

働瘙済の枠を少しふみ出して，最近非常に木き:な論争をかもし出している所得政策について.この 

前の講義でふれました。今日は全体をレビュー十る意味で，労使_ 係の国際比較研究についてお話 

しいたしたい<?：思い全す。勞使間の多ぐの関係について，企業のレベルや産業レベル淦越えた国の 

レベルで，いろんな体制の务くの国に共通するような样耝と研究あ基準七作もれ，研炎の成果が集 

稹されて， 1 つの総合理論が形成されていくこ とを望んでいる；̂らでありま十。現に非常に多くの 

ジャーナリズムなどでもいわれま.すように，社会6 発屁と変化はめ:ま.ぐるしく，じっとしていると 

もうなにもかもわからなぐなるような現象でみちあふれているのセあります。したがづて， このよ 

うな大きな密化によって生みだされる多様化現象が，非常な勢いで,いろんな角度から規われて参 

ります。‘この社会現象をとら克るためには, 既存の伝統的な学問の領域ではv、ろんな限界ができて 
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くるということが考象られます。同時に，これらの限界をのりこえて発展させるためには，それぞ 

れの専門領域にまたがった，しかも，尊門領域でカバーされないような空白な分野を把握していく 

ための，インターディシブリナリな，新しい学問の領域というようなものが設定されることが必要 

だと叫ばれているわけです。

自然科学では，社会科学よりはるかに早く，生物学と物理学とか，，あるいは生物学と化学とか， 

それぞれの伝統的な自然科学の専門分野の領域をのりこえた新しい分野が成立しています。その間 

隙をうめるような分野で従来，探知されなかった多くの自然界の法則性が発見されて，社会の発展 

に非常に有益な貢献が数多く生みだされています。社会科学においては，これよりははるかに遅れ 

ておるわけですが，よくいわれるように，国際関係とか，あるいは，労使関係というような，研究 

領域を新しく設定しようとする動きが，世界の各国で見られるわけでず。そういう点で，私としま 

しては，従来の専門分野の総合的な，あるいは相互に提携した新しいインターディシブリナリなも 

のの研究ということが非常に重要になってきていると考えるわけセ友)ります。

それから比較研究ということでありますが，外国人は非常に類型化が好きであって，類型化がで 

きればすべてが諒解ずみというような傾向さえないわけではないといえます。単なる類型化ではな 

く，比較研究することによって，それぞれの特殊性と異質なものの関係が浮きぼりにされて理解さ 

iiます。たとえば，経営者，労働者，あるいは労働組命の関係などでも，企業と企業の比較，ある 

いは産業と産業の比較，さらに同一産業についズは国際比較，同一産業内の特定企業についての国 

勝比較，そういうことを続けることによって，日本自体を，いわば鏡に写して理解するというよう 

な意味で、，よりよく理解できる。

外国人は日本経済のニ童構造が/ 労挽関係にきわどく反映しているという。われわれの仲間の大 

多数は，私自身を含めて，これは非常に宿命的などうにもならない，非常に困った，場合によって 

は恥ずかしい事態というように見がちであります。外側からみると，それほど主観的でなくなるせ 

いもあって，二重構造は経済発展をさらに加速することによって觯消するのではないかといいます。 

このような見方をずばりと提起されて，日本の研究者は反省し，そういう道はどうであろうか，可 

•能なのかどう力s 譯史的にみてどうか，などについて考えさせられるp

企業別組合を取り上げてみても，日本ではなんとかそれから脱しないことには，日本の労使関係
■ • > ■ '' "

の近代化は困難であるという議論が氏倒的に強いわけです。たしかにそういう考え方は輕視できな 

い点があります◊ しかし, 最近,上智大学にいる外国人の教授達が書いた，rジャパニーズ•エンプ 

ロイ一』という本をみますと，日本の企業の構成する人問集団というものは，ョ 一口ッパゃアメリ力 

などと違って, なにか非常に独自の一体性をもっているといっています。だからいわゆるョ一口ッ 

パ諸国などと比べると，階級的な労働者と，資本家あるいは経営者というものの分化以前0 状態， 

あるいは未分化の状態ともいうようなものが日本の異常な特質セというのです。そして，そ6 なか

-— 2 (856) *一一
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钇日本の特今な社会的な融和があるのだと，ぃうわけです。社会学者にはそうぃう説をとなえる人 

達が日本にもいますが,.多くは大河内さんの本などで，われわれが宿命的などうにもならなぃ，日 

本とぃう国の労使関係は，近代化なんか考えるのは無理だという，非常に悲観的な考えに陥りがち 

です。ところがバロン教授の見解に立って日本をみると，企業別組合がいぃ0 か惡いのかとぃう価 

値判断以前の問題，■一度自分達の社会の体質を見直そう.とぃ.う’ような， 1’つ0 反省.の気持もを強く 

することになります9 .

インターディシプリナリ《スタディは決して目新しいことではありません。禹川教授のご紹介の 

なかにあ.ったみ51 C ,私が前半生を投入した行動意識の主柱であったマルクスの理論は”経済学卷 

がマルダス経済学と勝手にきめてぃるよりもはるかに綜合的なもので，当時にあ々て非常に秀れた 

社会科学，あるぃは，自然科学や1領域まで含めたインタ一ディシプy ン.の研究であった。すでに， 

綜合的研究の彳デルは設定され;てあったし，.現在もなお大きな影響力をもってぃるわけであります。

ただその後，社会発展の諸要素, あるI、、はそれぞれの国の多様化の状況が展開してきました…そ 

れ故，単純な初期資本主義の類型とそれにもとづく概念構成だけでは十分ではないのではないか， 

とぃう疑問が各方面から起ってきて，ぃわばマノV クス的な総合的な，社会分析へQ ァプ户一チの現 

代版，あるぃはマルクスのV、う,生産関係論の現代版とぃうべきものが求められるようになってき 

てぃる。そうだとすれば, 労使関係.研究のインターディシブリナ:リなァプロマチの出発点は，マル 

クスの生産関係論だというように考えられるのであります。この位の前おきで，本論に入りたいと 

思ぃます。 ， -

' •  . • ■ ' • .
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この議論ゆ必ずしも私绅自のものでなぐ，' 国際的に学界である樺度展開されてきてV、.るものを私 

た ^ に解釈する1 .つの比較研究の枠組の構想をお話し申し上げた.ぃと思ぃます。. 1つは森教授がた 

しか，：.「三田学会.雑誌」.に大分前:に，瘅業関係論を,.それから.「日本労働協舍雑誌」に，さらにこ 

れを発蘇させた文を発表されております:6 ごぐ最近，産業研究所のニ瓶君が「労働協会雑誌j の 

1月号ら ,労使関係比較研究にっぃて•論文を書ぃてぃます。また一橋大学教授になちれた津田真澂 

君が労使関係国際比較論を著述しています。これらの,研究ゆいろいろな点で弗通性を,もってぃます。 

労使関係の概食規定，，あるぃは研究対象と, その限界とぃうものにつぃ'^は，私の考えはこれらと 

あまり多くの差食もすこなぃのであります。特にここでくわしく繰り返す必要はないと思ぃますが,; 

私なりに再構成してみ京し.j；う̂

..研究の対象ゆ雇ぃ主と雇われるもの,経営者とその囲体および労働者と労働組合の関係が中心と 

九 ります。商品の生鹿と，サービスにたずさわってぃるすべての個人および集多面的な関係と

~—  3 {857)
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もいえます。この点について，さきほどからしばしば名前のでました，亡くなられた藤林敬三教授 

は,労使関係二元論という議論を展開されて, 雇い主と従業員の関係，経営者と労働組合の関係，前 

渚を調和的な関係，後者を対立的な関係，こういう形で労使関係というものを分析する1つの核心 

的な非常ヒ中心的な考え方を発表しておられたもけであります(*■労使関係と労使協議制J) 。私はこの 

考え方に対して, 決して異論を唱えるもo ではないのですが，このように，_ 内め各レベルの労使 

関係がはたしてわりきれていくかどうか，あるいは国別の労使関係を把える場合に,この二元論が 

普遍的な1つの関係として，作用しているかどうか，こういう点では疑問を持っております。

労使関係の対象を単.純化すれば，前に述べたようになりますが,、実際には非常に複雑であります。. 

したがって, とのような関係を1 つの制度として理解しようとする場合，抽象的な関係ではどうに 

もとらえられない。それ故，まずこの労使の闕係は当事者達の行為を規制するようなルール，こ の 、 

ルールの変化, そして，このルールがどのように作成されるかに焦点を合わせようと試みられる。

さらに非常に多数のルールを1 つの労使関係制度として，とらえようとする試みが進められる。こ. 

れはダンロップ教授たちが提唱して各国め多くの労使関係の研究者の間で広く支持されています。

それでは非常に多数なルールがどのようにして，具体的に，賃金なり，労働時間なり，あるいは. 

団体交渉の枠組なりというものに設定されていくQ か。この点が比較研究する場合に非常に重要に- 

なって き 金す。 その場合, 主体的ないろいろな条件，客観的ないろいろな条件，それらがルールを 

変化させ，規制して，そして具体的な労使関係を規定していく。そういうものとして理解するわげ 

です。 '

そこでこの主体とその条件が問題となります。まず第一に経営者あるいは，企業主体，または管- 

理者集団の制度があります。 ときには単純に経営者というよりゆ管理者のような場合もあります。 

そのような経営者の性格と行動様式が問題となります。次に労働者の組織，労働組合はもちろん中- 

心であ りますが, その他の労働者の組織団体を含めて，.それらの挫格ど行動様式がきます。それか. 

ち原始社会はいざしらず，現代のように非常^•雇用者比率が高くなり，労働人口めなかの6 0 %から. 

8 0 %をしめるような社会では, 労使関係は, 単に私的な関係の域をこえて，法的な規制が行なわれ. 

る;!とになる。あるいは•句法的な決定によって, その関係が左右されたり，行政的な介入によるル 

' ルの変吏が行なわれたりします。そういう意味で直接当事者とはいいがたいのですが，行政機関: 

あるいは国象は準主体的な役舎I〗りを果していると考えられます。 、

•客観的な条件として労使関係を規定するものには，まず技術的な条件がありますン生産手段，機 

械装置などは労働め質を規矩し, 経営全体の在り方を規定する。それ故，労使® 係にとづて技術は,. 

直接の当事者ではなく，外的な独立的なものであっても，客観的な条件として勞使関係を規制:しま 

す。また, ダンロジプなどは入れておりませんが，南北間題などで考えられるように，自然め条件 

が 非 常 に 大 き な 条 件 土 な り ま 今 ン

-— 4 (555) ~
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これと並んで，それぞれの社会，地域社会であるか一国セあるかをとわず，労働市場，商品市場，

それから資本市場の性格が労使関係丨こ対して，大ぎな規制力をもっている。インフレーションを中

心として現在，賃金の間題がデイスカスされている。それがディスカスされるだけでも非常に大き

な影響をもちますし，それ:に対して，経営者め対応，労働組合め対応，あるいは，強烈な反発が現

在展開しています。 '

第三には，.特に一国でも歴史的匕みるとそうであります甙国別でみると政治的な体制，社会的
. .

な力の中心がどのようなところに結集されているか，あるいはその分布の状態がどのよ’うであるか， 

これはいろいろな国をご想、像いただければおわかりだと思いますが，そして，それらめ力の分布が 

安定的なのか木安定で非常に流動的な状態なのか，ごれらのことが労使関係には非常に強V、影響を 

及ぼしています。 ■

このほかに，歴史的な, 社会的な条件があります。それは文化的な価値と社会学者がいっている 

もので十が，家族制度，社会的な慣行，教育，イデオロギーを含めた思想，が労使関係のル“ルfこ

大きぐ作用します。 ’ ’

..ン 1 -■ . : ■ • ■ ■ . ■ . - ; *
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以上のすべでが私どもの研究め直接の対象であり，これらの諸条件にういて国際比較，企業間め

比較，産業間の比較，その他特定の勞使関係の各レベルの比較を行なうのセ'す。特定の問題として

ストライキの多発性の国際比較研究などがありま十が, このような場合には，いまのベた諸間係に，

あるいはもう少しほかの条件が必要かとも思われ’ます。しかし,大体いま述べた条件を細分してい

< ど, 比較研究の柱にすることができると考えられます。そして，.特に勞使関係で問題になります

のは，ルールがどのように作成されるが, その指導力が3 つの主体のなかO どこにあるのか,など

です，こういう点が，たとえば,民主主義諸国といわれるイギリスとブメリ力でも > ある程度違っ

てい全すし，プラ'ノスやドイツネどでも違いますンまして日本は資本主義で非常に高い水準め：C業

化をなしとげたといわれますが，欧米諸国'とは非常に違づていま尤きらに；こ れを社会主義諸国

.の管理者と労働者，あるいは，国と労働者の関係でみるならば,主体的な要件がもっと単純化され

るものと’考えられる。しかし，ルール作成め場合，どのようなル“ルが作られるか,どのような方

:向が支持されるか,.になると複雑である。たとえば, エジプトをみでも，なかば社会虫義を標榜し

.ながら軍隊が中心になっている権力構造のなかで，ひたすらに工業化の拡大をはかっていくという

場合, エ業化の拡大という，1 つの至上命令のもとで労便のルユルが規制されていく。経営者の発言

抱が著しく抑制され, 労働箸，労働組合の地位は非常に高く評価され七います。したがって,解威 
■ . , , . . . 、

枕立法によって禁止されています6 同じようなことが南米の諸国〖こもみられます6 それらの国では，

, — „  g (5如） ~
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労使のルールが当事:若の間で対1等な力関係できまるのでなく，政府の一方的な立法，行政命令の形 ̂

で規定されるのであります。これらは日本では想像もつかない状況であります。

ルールの実施という場合をとってみましょう。その中身には労働力の提供に対する反対給付が■ど 

のようになっているかも定められています。これは作成されたルールを反映するのであグます/ル 

一ル作成に当って労働者は発言できるのか，できないのか，あるいはその実施に当っては, 資本家， 

経営者の上方的な決定で支配されるのかどうか。どこに指導力があるかによって，ルール実施の局 

面においても非常に違づてくるのです。また経営の伽からみて，労働者に要求される.作業遂行のた 

めの労働内容はなんであるヵ、，そP 内容を満たせない場合どのような規律があるのか。賃金をヵッ 

トするとか，あるいは，それがノルマを超過した場合に，超過賃金を支払うとか褒賞するとか,国 

によって違います。この場合でも，自生的に決定されるのではなく，絶えず力の関係，あるいは力 

Q 源泉がどこにあるかという'ことで非常に違ってぐる。 、

労働者の側からすれば，労働者の権利と義務の関係はどうなっているのか。また；採用の時点に 

おいて，労働者はどのような権利をもちうるのか。解雇が非常にむずかしいという慣行があるか， 

労働協約のしめつけの激しいところでは，トライアル• ピリオドのような規定がある。労働者の権 

利が組合の力で非常に強く，経営の行動を束縛するようなところでは違った形をとります。職場に 

ついても日本と欧米では非常に違ってきています。工業化の発展段階とその時期の相違その他の事 

情からルールの実施についても，実際には国によって非常に多棒な形をとっています。労使関係の 

成立と変化，発展を非常に単純化して1 つの研究対象とすることもできます。

• - •

4. インターデイシプリナリな研究

. ..■ ■

問題はこのような対象を設定レた場合，冒頭に述べた.ように，非常に多面的なものであるか名，

1 つの伝統的な科学ではこれを解明することは非常にむずふしく，一面的な解明しかできない。そ 

れでは，インターディ、ンプリナリな解明の方法ではどうなのか。これは国内でも非常に議論があり 

ますが，まだ外国ほどこの種の方法が育っていないので,それほど大きい聚響力はもっていないと 

いえましょう。しかし，国際的な視点からみると，労使_ 係について，伝統的にある程度の関係を 

もつ学問の領域としては，経済学では，アメリ力の穷働経済学や労働問題，日本やドイッの社会政策: 

学があります。法学では，労働法学，その他の民班•刑斟の法体系も関速部分があ.りますが,主とし 

て労働法学。心理学では，産業•社会心理学，社会学では，産業社会学，あるいは組織論のような， 

，もの。政治学では権力構造の研究というような観点から。:I：：学などでも，自然科学と，社会科学の 

限界領域に管理工学のようなものがあります6 また，経営学でも労務管;11は，分使関係の道喪な部： 

分をなしています。このように伝統的な卑丨"j分!apにあっては, その一部が労使関係の一局丽をとe>：

- 6 {860) •~ ~ ~
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えています. • .

しかし実際に調查研究を進める場合には，経済学者であっても，社舍学の関連領域の研究を無視 

できないるですからあえて，社会学的なアプローチを取り入れたといわないでも，そういう傾向が 

非常に強い。たとえば，東大の氏原教授などは，その傾向が非常に強いのではないかと思われます& 

彼自身は社会学がどうこうとはいってないのですが，非常に社会学の研究のノ成果を取り入れている； 

たんに日本国内の研究だけに隰らず，国際的な外国の研究まで掘り下げて取り入れている6 そうい 

うところに铎済学者でありながら，非常にユニークな労俾閨係の領域の研究がすすめられています。 

多くの人達が政治学的に力の関係を释済学的な労便関係にとり入れるアブ尸一チをしております。

分化されている各専門を労使関係と結びっけて提携させていく,，あるいは統合させていくという 

試みは進められでいますが, 非常にむずかしい。それならいまのままでほっておいてよいかといえ 

ば，やはりさきほどから述べているように，各分野によp て，対象の局面だけをとらえていぐょこと 

から，それ自身のもっている研究の目的がおのおの違ってくる。したがって，概念規定も:，社会学 

と，経済学の間には大きな開きがある6 その結果として，ある学問の領域からは1 つの与件として， 

あるいは変数的な要因としてみられていることが，ほかの領域からみると逆になってぐることさえ 

あります。その結果， 1 つの専門にっいてだけならよいとしても，岁使関紙という.1 クの総合体を 

企業なり，産業なりでみる場合に，個別的には非常に秀れた貢献度の高い個々の研究がかみ合わな 

いことになる和けです6 へ

， 5. ィンターディシブリナリ研究への道

' 一 .. . . . .  . .  r ' y

そG で労使関係を対象とする研究をする場合に,いくつかのディシプリンの人達が共通の場を 

作り上げていぐように求められることになります。レかし伝統にたっている概念であj .ますかそ 

う簡単に妥協はっかない。学問は非常に.菲妥協的なものでありますたから，,そこに問題があ令扣けで 

す。これらの問題をのり越えていくために，現実的には勞俾関係を研究の対象とする各専門分野の 

研究者が話し合って，非常に大雑把な概念の枠組を作っていぐ。それか:ら，共通9 せ組を用い:^夸 

専門研究者がばら'ばらに■1 っの研究をすすめる9 このような研究を稹み重ねてV く場合に共爾の辦 

念の粋組があれば，従来よりははるかf 違う分野の研究が総合されズいく可能性が強くなる。そ9  

次の方向としては,今度は2, 3 人でルーズな協力的な研究を進める。このような共同研究が積み 

蜇ねられていく時に初めて初歩的な多専門間共同研究が可能になる。 .

その結果として，いままで解明できなかった多ぐの問題を残している労使関係の比較研究は，各 

琪門間の数多V、研究を集積することが可能になり，多くの専門の研究成果に対しても，科学的な検; 

証ができるようになると考えられる。実際の問題としては，比輯研弈ということが ' いかにむずか

7 {861)
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しいかということです。法律などの分野で比較研究が行なわれる場合，法の条項というもめを対比 

して研究するということは割合に可餡です。しかし，その法がどめような社会的な条件のなかで作 

られたか，その法が裁半!]などを通じて，どのように運営されているか。こうい'う社会的な背景まで掘 

り下げた，法律学でいう法社会学的な比較研究は容易でありません。，そこまでいかなければ比較研 

究の意味がないというよぅ )1C， 亡ぐなった末弘厳太郞博士はいっておられためですが，そういうこ 

とが労使関係の比較研究においても> 非常tこ大事な.めで、ありますL 労働協約の条文だけの比較研究 

なら容I ですが，ぞれは余り意味がないといえます。日'本の労働協約は一般に非常に抽象的で，法 

律の条文のなかのいくつが勞働者要だと考えるものを取出したようなものです，まだまだそご 

に権利を十分〖こおり込んセない。そういう場合には法の条文自体に法的な規制力があるわけですか 

ら，本必要感じさえもします。労便関振の内容が非常に端的に現われるべき労働協約においてさ 

え，ぜんぜん実態はつかめない。それだけに労便関係め国比較と.いうととは非常にむずがしいの 

であります。それにも.かかわらず勇敢な研究者がいて，実際匕比較拚究をやってい名。何か国かの 

比較研究をやったものもあるが，実りの多い研究はあまりない。たとえば，ダソロップが炭拡と建 

築達業にづいて，十力国の此較をやづている。これなどは非常にすぐれた研究だといわれておりま 

す。あるいはついぐの前，亡くなったアーサ“ ‘ ロズなども，ストライキめ類型の分析，これも:十 

数力国の研究をやっています。それから律田真澂君の数十力国わたる比較研究がありますが，彼 

が確立した最初のほうの国際比較の基準というところでは非常に膨大な事項をつみ重ねておりまず 

けれども，中味になると，それをあまり実証的に各国に適用されてない。基準は非常に立派なもの 

だけれども，実際の研究というものと，そめ銮準とに非常にギ十少プがある。国際比較研究には部 

分的なものが多くなりますけれども，それで爸え実りのあるものは少ない。アメリカ人がよそに出 

掛けていって，日未の研究を中るとか，X ウ- 一デンの研究をやるとか，これから先ばどうかわか 

らないが，外国の研究に非常に多くの資金がでた時代にアメリ力の研究者は，国際研究を盛んr や 

っており全す。それが生に国際比較研究といわれ't いる© ですが，実際の比較研究み非常にむずか 

しいし，実りの多いも6 は割合に少ないといえます。これは比較研究め方法論の確立，あるいは研 

究の枠組みの設定自体が, 仮設としてi 有力なものが少ないためで、す。したがって，この時点< お 

いては，割合に寛大な気持ちでこの伖説が実際に役立づかを，検証する心がまえでないと共通の粋 

組みの確立はむずかしいといえます。そういう過渡的な寛大さをもつことによって，次の時点に発 

展しうるめだと思います。 ，

. ...■ ■ 'ハ

6. 研究仮説について
. '• • ■ . ... •

仮説設定K ついて若千ふれれば，多様な努使関係は普遍性をもつようになるめか,あるいは特殊
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性をいつまでも維持していくめかどうか。いわゆる収斂していく方向をたどるのか，あるいはいつ 

までも平行線でいぐのか。平行線でいってど- か第3 次元のようなところで収斂するとかV うこと 

が議論はされております。しかし, なかなか納得めゆぐような理論はもち.ろんのこと，仮説S えも 

見出せません。力— シュ•ニ瓶両君はパースソズなど社会考者のいくつがの> この種の社会変動の 

理論のなかから収斂説を仮説としてとって，それを実証的研究によって確かめようとしてい束す。 

しかし.，その間，いろいろ話し合ってみるど,収斂説を正しいとして支持しているのではなく，雄に 

研免仮説とし便宜的な.:よりどころとしてv、るようであり.ます。だいたい，収斂説はどちらかとV、う 

と，決定論的であって，世界各囯の現状や，各産業，各企業め現実からす’れば，せいぜい類型化に役 

立つだけでしょう。それが1つの普遍的なものに収斂していぐという実証は非常に困難であり耷す。

国際的〖こ勞便関係鉼爽者の間に最も影響力をもっている包括的理論仮説がある。それはクラーク， 

カーたちのインダストリヤリズムj とジョン• ダソラジブの「労使関係制度」である。こゆ2. 3  

は，工業化が高度匕進めば，すべての社会は工業化の核をなす技術の変化を姐じて.均質化してVv <

としている。.工業化め.経路は各個の歴史的社会的そめ他の条件から多様であるが，工業匕の論理が 

これら多様性を収飲じてい:ぐとする。この説によれば,.工業化は国際性をもつ，工業化に不可欠な 

科学技術は国際的でる，ざらに商品の国際化が作用して，:工業化水準は平準化していく，とい叭 

ごの理論仮説に対しでは，多くの批判がゼされている。たどえば，労使関係に大きな影響を及ぼ 

す人間め心理余軽視されているとが，各国の伝統や慣行などめ要因の作用が適切に飯上げられてい 

ない，また実証研究めための仮説どt てゆ余り.にも決定論的である，等である。たしかに，現状を 

もってすれば/ 各国の特殊性と相違点が舍りめも大きいからであるV へ'

それ/にレでも，ほとんど十べてめ開発途上_ は工業化を至上命令としており，これによって国民 

生活の保障と水準の向上を求めている。また国際化が進行しており,経済社会開発のための国際協 

力の増大も不可欠なものとなぅてい名。この場合，発展の抽象キデルの量的操作にもとづく戦略ば 

必ずしも有妫ゼはなかづた6 ，そこセ，，も:づと協力対象地域なり_ 匕よづて，冬の具体的条件に適合 

する開堯軟略の確立が涂めぢれ岑ようにぜづてい名。具体的条伴め探究め1つの芋がかりとして， 

労使関係は生産をめぐる社会関係の包括的な関係セああ点からして，’最.も童要な地位を占める\ 

労使関係における普遍性と特殊性を探究す名場合の理論仮説と'しては* f；c業化の論理」が，対 

象によって多少の修正をもってすれば，最も有劾なものといえよう。とめ仮説にもとづいて各国各 

地域め労使関係の実態を研究分析するならば，多くの実績があげられよ•う。このような比較研究の 

成果は，停滞の中に苦悩する多くの国め_ 発ベの新しい途を暗示することになるであろう。\

... : . . . _'. : . : :: . , , • ‘ - 

’ 7• む す び

. ' ,

最後に2 つほど私の最終講義としてつけそえさせていただきます。今年あるいは来年に卒業され
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.る学生諸君の多くは，経済学部あるいは商学部を卒業して就職するわけですが，この場合,この種 

の学問が，どのように諸君にとって意味づけられるかということです。私は1 つのまだ十分に確宠 

されてない学問の領域について，形成確立への困難な努力について話を続けたわけですが，諸君は 

今後ますます多様化して，複雑になっていく社会にでていった場合に，単一の視点にたった学問だ 

けでは，社会の変化に対して洞察力ももちえないことになりましょう。身につけた学問を中心とし 

て，関連分野に対する理解を進めていぐととが必要ですd そして非常に変化の激しい社会にあづて， 

いいことだと思っていたら惡い結果がでてぐるというような変転きわまりなI、事態に直面すると思 

いま十。この場合に，いまいったようなインターディシプリナリなアプローチが諸君の人生のコー 

スを決定するためになんらか応用できるだろうということが1つであります。

最後にさきほど中鉢教授のご紹介にあった産業研究所でありますが，産業研究所は産業労働問題， 

あるいは私がお話ししたような労使関係の多部門研究，あるいは総合研究を発展させて行こうとい 

う目的で設立されましだ。設立者は塾ですが，これにいちばん大きな力を尽くされた藤林歡三教授 

は,上の目的の達成を非常に強く望んでおられました。藤林先生は亡ぐなられましたけれども，現在， 

産業研究所は残っております。私も塾を去りますけれども,この産業研究所というものが,単に労使 

関係贮局限されない，日本の実証的な社会研究,社会科学研究の名ンタ一として発展することを望 

んでいます。研究所は現在まで地味ではありますが，多ぐの成果を上げてきています。国際交流の 

場として，部門研究の多くの成果を上げています。特に経済学の視点からすれば,労働市場の研究に 

は特に優れたものがあります。たとえば，総合的立場からの賃金決淀機構に対する佐野陽子さんた 

ちの研究は非常に高く評価されております6 もちろん，わが国に.おいて非常に新b い試みでありま 

すだけに, いろんな問題はあると思いますが，これをあえて押し切って,ある種の研究をどんどん 

進めているのを心強く思っています。 :

ごのほか,•労働法学の立場からも，産業社会学の立場からも，あるいは，社会心理学の立場から 

も多くの研究が，研究所の場で進められています。最近では，経済学，社会学の立場から，企業レ 

ベルの国際比較研究が進められています。受託調査のようなことだけにあまり熱中しないで,いま 

までの実績をさらに大きくしていくことを期待しています。

以上は労使関係の多部門間研究, 比較研究とある程度関連する身辺のこと.ですが，最終講義の結 

びとして諸君の記憶にとどめて貨いたいのであります。

諸嵙は塾の経済学部， るいは商学部の卒業生として間もなく社会で活動されることになります 

が ， 塾の繁栄のために，キャンパスのいろいろな事情に対して，物心両面からの協力と援助を提供さ. 

れるよう，キャンパスを去る一人として，私からも諸君に訴えたいのであります。

- (経済学部前教授）
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川 田 寿 君 と 私

—— 若 き 日 の 思 い 出 ——

伊 東 岱 吉

私が川田君をはじめて識ったのは,）兰田山上の新館（今の新研究室のあるところ）の図書館よりの' 

一番奥の教室であった。それは慶応義塾大学社会科学研究会（r社研乃の席上であった。われわれ 

は机をコの字型に並べ. その中央に先生の椅子がおかれていた。；昭和3 年の新学期の頃と思うがへ. 

いっも出てくる金原賢之助先生に代って，背のひく〜、労働者を思わせる肩幅のひろい藤林敬三先生 

(当時助手）がその椅子にっかれ，マづいて， 鋒(山の着物に袴を着け眼射しの鋭い大きな身体の異 

様な風貌の人がその隣りに坐った。私は社研というものを未だ余り知らなかったので，川田君がとン 

こか他所から来た先生だと思った。貫録という言寒があるが川田先生は藤林先生よりはるかに貫録 

があった。その日の.テキストはマルクスの「賃労働と資本」であった。リポートと質疑討論が進む。 

学生のわからないところは先生に質問する。藤林先生の答えは真面目ではあったが余り説得的でな 

く，何回も質疑がぐりかえされる。学生が，「では川田さん願います」と.V)うと，.ぶ.P田舎窜隹風 

の人は立て板に水を流すような調子で，_ に明棒に答えてぐれるの:，あった。私丨t川田君が’学生：

運動のために予科時代2年もおくれ，私たちと同.学年の本科1年の学生であ？>.とは夢にも居、ゎなか
’ \ . 

った。'. '

私はえらい先生がある.ものだと馬っブこ。それまで大学の講義に興味もわかず，先生にも殆タど信 

頼感を失ハていた私は，川田君が豊富な事例と明快な理論的分析，しかもマルクスに関する詳細な 

考証（藤林先生にはこの点であ. たらなかった)...の上での.説明を聞くと，はじめて納得か仔き，' 感激か. 

澳いてきた。約 2 時間の「社研」の研究会の時間が私にとっては，生まれてはじめてめように思わ 

れる充実した深さをもった時間であった。 ■

その頃私は, これから成長し，はいって行く日本の社会，さらには資本•主義社会にっいて，深い 

疑問をもっていた。この疑問は,深川の製材工場主わ子として生まれ，職工の子供と交わり，世の中: 

の差別というものに小学生袷代から問題を感じ，「忠君愛国」主義の父に質問すると厂日頃ば「正
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